
《参考資料》 

 資料５ 常勤役員規模別団体数（平成１１年８月１日現在） 

１ 総括表 

 
１人 ２人 

３人～

５人 

６人～

１０人 
なし 計 

公益法人 １７ １３ ９ ０ ２ ４１ 
株式会社 ３ ５ １０ ５ ０ ２３ 
計  ２０ １８ １９ ５ ２ ６４ 
 
２ 常勤役員数３人以上の団体一覧 

 役員数 職員数  団  体  名  

公益法人 
３ 

１６３ （財）東京都健康推進財団  
３３０ （財）東京都新都市建設公社 
３３４ （財）東京都駐車場公社   
６２１ （財）東京都公園協会 
１２７ （財）東京動物園協会 
３９ （社）東京コンベンション・ビジターズビューロー 
２４ （社）東京都港湾振興協会   

５ 
２７９ （財）東京港埠頭公社 
６６５ 東京都住宅供給公社  

株式会社 

３ 
１６２ （株）ゆりかもめ  
３４４  東京都下水道サービス（株） 
１８ （株）首都圏建設資源高度化センター  

４ 
１４５ 東京臨海高速鉄道（株） 
２１ 東京臨海熱供給（株）  
２００ 多摩都市モノレール（株） 

５ 

４１ 東京熱供給（株）  
２９ 東京ファッションタウン（株）   
３３ （株）東京国際貿易センター 
８ （株）沿岸環境開発資源利用センター   

６ 
９４ （株）東京テレポートセンター  
３５９ 東京都地下鉄建設（株） 

７ ３９ 東京都市開発（株）   

８ 
３４ 首都圏新都市鉄道（株）     
１０８ 東京食肉市場（株）  

 
 
 
 
 



(3) 民間の人材の積極的活用 

 

 ［現状と課題］ 

  団体のトップ・マネジメントを担う役員（理事）は、常勤役員１６２人中、大半は都Ｏ

Ｂであり、民間からの役員は２５人となっている。 

  都政経験豊かな職員を団体の役員に登用することは、有用であるが、これとともに民間

の経験やノウハウをいかした弾力的・効率的な経営を積極的に進めていくことも求められ

る。 

  したがって、今後は、積極的に民間からの優秀な人材も登用し、専門性・実績を重視し

た人事配置とするなど、その活用を図っていく必要がある。 

 

 ［取組の方向］ 

  民間の人材や経営ノウハウを団体経営に活用していくため以下の事項について取り組

む。 

   ・契約役員制度、社外取締役制度等の導入 など 

 

 


